
脅迫を受ける前科がつく
闇バイトに参加すると、それが闇

バイトだと知らなかったとしても、
犯罪グループの⼀員として扱われま
す。初犯であっても、実刑判決が下
る可能性があります。

⾝分証明書の写真などを控えら
れてしまい、何度も闇バイトを繰
り返すよう脅迫され、やめたくて
もやめられなくなってしまう可能
性があります。

闇バイトをするとどうなる？

＃闇バイト

闇バイトの特徴をチェック

ネットや掲示板で募集している

「高収入・即日払い」と宣伝している

仕事内容の情報が少ない

手軽さをアピールしている

履歴書不要で、即採用

「少しでも怪しいと思ったら、疑う、調べる、相談する！一人で決めない、悩まない！」

被害者に電話を掛ける役のこと。
「鞄なくした」「女性を妊娠させた」
「会社の金を盗んだ」など嘘の電話で
お金を要求する役のこと。

目的も相手もわからないのにコインロッ
カーから、封筒に入った現金などを運ぶ
役のこと。

被害者から現金やキャ
ッシュカードを受け取
る役のこと。

ATMで他人の口座から現
金を引き出す役のこと。

詐欺に使うための他人名義
の携帯電話や銀行口座を準
備する役のこと。

こんな言葉に要注意！

＃裏バイト＃高額バイト
＃即日現金＃簡単高収入 ＃受け出し＃運び

みやざきの子どもを支える問題解決支援事業・啓発リーフレット

宮崎県教育庁人権同和教育課 生徒指導・安全担当

闇バイトとは、特殊詐欺に関わる可能性がある高額なアルバイトのことです。

SNSやインターネット掲示板などで、「短時間で高収入が得られる」など甘い言葉で

募集しています。応募してしまうと、詐欺や強盗の実行犯など犯罪組織の手先として利

用され、犯罪者となってしまいます。

実際にどのような闇バイトがあるのか、闇バイトをするとどうなるのかを知り、絶対

に闇バイトに手を出さないようにしましょう！
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そのアルバイト、本当に大丈夫？
～闇バイトの危険性～
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トラブルが起きてしまったら？
～あせらずに調べて適切に相談を！～

SNS等での誹謗中傷対策（総務省）

誹謗中傷と一言にいっても、
色々なケースがあります。
どこに相談したらいいのかわか
らないときは、チェックしてみ
ましょう。

薬物に関するもの

◆厚生労働省 あやしいヤクブツ連絡ネット
03-5542-1865

◆薬物乱用防止相談窓口（宮崎県）
宮崎県薬務対策課

0985-26-7060
宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

違法・有害情報相談センター

インターネット上の違法・有害
情報に対して、アドバイス関連
の情報提供等をおこなう相談窓
口です。様々な問題を取り扱っ
ています。

インターネット人権相談窓口（法務省）

法務省の人権相談窓口です。
相談フォームを送信すると、
最寄りの法務局から回答がき
ます。

18さいまでの子どもがつながる

チャイルドライン

18歳までの子どものための相
談先。お説教や命令、意見の押
し付けはしません。どうしたら
いいかを一緒に考えましょう。

0120-99-7777

24時間子供SOSダイヤル（文部科学省）

いじめ問題やその他のSOS全般
に悩む子どもや保護者が24時間
いつでも相談できます。

0120-0-78310

宮崎県子どもSNS相談

宮崎県では、宮崎県子どもSNS相談窓口を開設しています。
この窓口では、いじめや友人関係、学校生活に関することや家族に
関することまで、あなたの悩みを相談することができます。
ひとりで悩まずに、気軽に相談してください。

毎週月曜日・水曜日・金曜日 17：00 ～ 21：00

宮崎県教育庁人権同和教育課生徒指導・安全担当

LINEは
こちら
☞

Webは
こちら
☞

トラブルが起きてしまった！そんな時は…

どんなに注意をしていても、トラブルが起こってしまうことはあります。
また、ネットのトラブルは様々なケースがあり、「ここに相談すれば大丈夫！」
という場所はありません。
トラブルが起きた時は、まずは落ち着いて保護者に相談し、
その上で、適切な相談先を探しましょう。
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